
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する申請または届出の提出先等 
                                                                                                                                                              
  Ⅰ．販売事業者関係の申請または届出 
                                                                                                                                                                  

 ＬＰ法手続  根 拠 条 文  提  出  先  宛    先 

 １．販売事業登録  法第３条第１項 
 規則第４条第１項 

 関東東北産業保安監督部 保安課  ｢関東経済産業局長｣と｢関東東北産業保安監督部長｣の 
  連名 

 ２．登録行政庁変更届出  法第６条 
 規則第７条 

 関東東北産業保安監督部 保安課  ｢関東経済産業局長｣と｢関東東北産業保安監督部長｣の 
  連名 

 ３．販売所等変更届出  法第８条 
 規則第９条第１項 

 関東東北産業保安監督部 保安課  ｢関東経済産業局長｣と｢関東東北産業保安監督部長｣の 
  連名 

 ４．販売事業承継届出  法第１０条第３項 
 規則第１０条第１項 

 関東東北産業保安監督部 保安課  ｢関東経済産業局長｣と｢関東東北産業保安監督部長｣の 
  連名 

 ５．業務主任者等選任（解任）届出  法第１９条第２項、 
 法第２１条第２項） 
 規則第２２条第５項 

 関東東北産業保安監督部 保安課   関東東北産業保安監督部長 

 ６．販売事業廃止届出  法第２３条 
 規則第２６条 

 関東東北産業保安監督部 保安課  ｢関東経済産業局長｣と｢関東東北産業保安監督部長｣の 
  連名 

 ７．販売事業者認定  法第３５の６第１項 
 規則第４７条 

 関東東北産業保安監督部 保安課   関東東北産業保安監督部長 

 ８．認定販売事業者状況報告  法第３５の７ 
 規則第４８条 

 関東東北産業保安監督部 保安課   関東東北産業保安監督部長 

 ９．報告徴収 
   ①取引の適正化に関する事項 
 
   ②取引の適正化及び保安の確保に関する事項 

 法第８２条第１項  
 関 東 経 済 産 業 局  石油課 
 
 関東東北産業保安監督部 保安課 

 
  関東経済産業局長 
 
 ｢関東経済産業局長｣と｢関東東北産業保安監督部長｣の 
  連名 

 

 10．定期報告   関東東北産業保安監督部 保安課  ｢関東経済産業局長｣と｢関東東北産業保安監督部長｣の 
  連名 

 

 
      
      
      



   Ⅱ．保安機関関係の申請または届出 
       

 ＬＰ法手続  根 拠 条 文  提  出  先  宛    先 

 １．保安機関認定  法第２９条第１項 
 規則第３０条 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 ２．保安機関認定更新  法第３２条 
 規則第３４条 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 ３．一般消費者等の数の増加認可  法第３３条第１項 
 規則第３５条第１項 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 ４．一般消費者等の数の減少届  法第３３条第２項 
 規則第３５条第２項 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 ５．保安業務規程認可  法第３５条第１項 
 規則第３９条第１項 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 ６．保安業務規程変更認可  法第３５条第１項 
 規則第３９条第３項 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 ７．認定行政庁変更届出  法第３５条の４で準用する 
                  法第６条 
 規則第４０条 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 ８．保安機関変更届出  法第３５条の４で準用する 
                   法第８条 
 規則第４１条 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 ９．保安機関承継届出  法第３５条の４で準用する 
           法第１０条第３項 
 規則第４２条第１項 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 10．保安機関廃止届出  法第３５条の４で準用する 
                 法第２３条 
 規則第４３条 

 関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 11．報告徴収  法第８２条第１項  関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 

 12．定期報告  規則第１３２条  関東東北産業保安監督部 保安課  関東東北産業保安監督部長 

 

 
 
 


